
 津市地域ささえあい訪問支援事業補助金交付要綱 

                   平成２９年７月１１日訓第７３号 

 （趣旨）

第１条 この要綱は、地域の実情に応じて、住民等の多様な主体が参画した地

域の支え合いの体制づくりを推進するため、津市補助金等交付規則（平成１

８年津市規則第４４号。以下「規則」という。）の規定に基づき補助金を交

付することに関し必要な事項を定めるものとする。

 （名称）

第２条 前条の補助金は、「地域ささえあい訪問支援事業補助金」（以下「補

助金」という。）と称する。

 （交付の対象）

第３条 補助金は、地域ささえあい訪問支援事業（介護保険法（平成９年法律

第１２３号）第１１５条の４５第１項第１号イに規定する第１号訪問事業と

して行う事業をいう。以下「補助事業」という。）を行う本市の区域内に住

所を有する者を主体として構成される団体であって、市長が適当と認めるも

のに対し、当該補助事業に要する費用を対象として、これを交付するものと

する。

 （補助金の額）

第４条 補助金は、補助事業に要する費用に相当する額（当該額が次の表の左

欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額を超えるときは、当

該額）を限度とし、予算で定める範囲内において、これを交付するものとす

る。

１月当たりの補助事業の利用者が３人以上

１０人未満の場合

１月当たり２０，０００円

１月当たりの補助事業の利用者が１０人以

上の場合

１月当たり３０，０００円

２ 前項の規定により算出された補助金の額に１，０００円未満の端数がある

ときは、これを切り捨てるものとする。

 （交付申請の期限）

第５条 規則第３条第１項の別に定める期日は、補助金の交付の決定に係る会

計年度内において補助事業を実施する日の１０日前又は当該年度の４月１日



のいずれか遅い日とする。

 （実績の報告）

第６条 規則第１２条の規定による実績報告書（規則第６号様式）の提出は、

補助事業が完了した日から起算して１０日を経過した日又は補助金の交付の

決定に係る会計年度が終了する日のいずれか早い日までにこれを行わなけれ

ばならない。

 （委任）

第７条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

   附 則

 （施行期日）

１ この訓は、平成２９年７月１４日から施行し、同年４月１日以降に実施し

た補助事業について適用する。

 （交付申請の期限の特例）

２ 平成２９年４月１日からこの訓の施行の日（以下「施行日」という。）か

ら起算して１０日を経過した日までに実施した補助事業に係る規則第３条第

１項の別に定める期日は、第５条の規定にかかわらず、同年７月３１日とす

る。

 （実績の報告の特例）

３ 平成２９年４月１日から施行日までに完了した補助事業に係る規則第１２

条の規定による実績報告書の提出は、第６条の規定にかかわらず、同年７月

３１日までにこれを行わなければならない。


